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伊 方 訴 訟 ニユー ス
1979年 6月 20日

伊方原発訴訟を支援する会(翻錨藻磐嚇鼎剌偲再霜%15:躍瑚霧耕)

控 断 審第 5回 公判

国側厚顔にも準備書面を陳述

裁判長二傍聴人に退廷命令

5月 25日 午前 0時 ごろか ら,八幡浜から

かけつけた 2号炉原告団の 3名の人たちを先

頭に,地元高松や各地か ら参集した若い人た

ちが,四電には一枚の傍聴券も渡さない との

意気込みで,裁判所玄関前に坐り込みの列を

つくる。朝になって並び始めた四電はじめ各

地の電力関係者はもちろん,大阪,徳島,広

島,福岡などから支援にかけつけた人たちも

傍聴定員外と知りつつ長い列をつくる。

9時すぎ,夜中の 2時に伊方を出発したマ

イクロバスが到着。座席が狭いこともあって,

ほとんど眠れなかったという。磯津の若人の

会の原告たちは,休あない仕事をやりくりし

てクルマに分乗してかけつける。皆,疲労し

ているがその顔には,ス リーマイル島原発事

故後はじめての公判に臨む意気込みがあふれ

ている。行列の先陣組の人たちが,現地から

の傍聰の人たちや,各地から参集した人たち

に傍聴券を分配し,各グループごとに交替で

法廷に入る態勢ができる。もちろん四電関係

者は今回は完全にしめ出し。

玄関前の騒然とした空気に刺激されたのか,

裁約所側は,構内での報道関係者の撮影取材

'ま で禁止した。これに抗議した我が弁護団と,

裁判所警備責任者との間で,玄関前で応酬が

続く。傍聴の列か らも拍手や声援が送 られる。

結局,警備責任者は退却したが,報道関係者

の自主規制は続く。

10時 30分すぎに定刻通り開廷。はりつ

めた緊張を破るように裁判長は,前 日か ら持

越 しの被控訴人 (被告)変更問題についての

弁論に午前中をあてると発言。裁判長は,双

方, とくに原告住民側か らの激しい口頭弁論

を予定 していたのか,裁判所の判断を午后に

示す と一たん宣言したが,予想に反 しての原

告側の無反応に,す っか りあてがはずれた格

控訴審第 4回公判

6月 25日 (月 )午前 10時 50分

高松高裁 6階法廷

一一 住民側準備書面 (2)陳述 (継続)

と,ス リーマイル島事故についての国側

準備書面の提出と陳述一―

事実をつきつけた住民側の追及と;三

百代言的に受け流そうとする国側 との激

しい対決が展開されることであろう。ひ

き続き圧倒的な支援,傍聴を〃
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好。結局,予定を変更して午前 11時まで休

廷の後,末尾記載の「中間判決」を裁判長は

読み上げた。双方の弁論を聞いて判断を示す

と,さ ももっともらしく言っておきながら,

実は,あ らかじめタイプ打ちされた「中間判

決」が手渡されるという用意の良さに,弁護

団席も白けムー ド。

「中間判決」を読み終った裁判長は,「 こ

れでこの問題は解決した。予定に従っそ,‐ 被

控訴人の準備書面の陳述をやってもらう」 と

発言。すかさず仲田弁護士が立ち,つぎのよ

うに異議を申立てる。

「 中間判決については非常に不満だが,原

子力発電所 をめぐる現在の状況を考え,実質

的な審議を進めることが意義あると認めて,

これ以上争わない。ただ裁判所は,被控訴人

の陳述を命じたが,その準備書面は, 2月 9

日作成で,ス リーマイル島原発事故以前のも

のである。その中で国側が,こ うあるべきだ ,

こうであったと言ってきたことのほとんどす

べてがウソであることが明白となった。従 っ

て,事故を直視 し,ど う受けとめたかを示す

書面を出し直すべきで,そのままの陳述は容

認で きない」 と。

不意をくらった裁判長は,「被控訴人の意

見は」 とたづねる。国側の ″
首席

″
指定代理

人の渡辺検事は,平静を装 って答弁。

「ス リーマイル島事故について控訴人 (原

告)か ら,本件許可処分の違法事由との関連

で何 らかの主張があれば当然応答する。今回

の準備書面は先に提出された原告準備書面 (

1)に対する反論で,こ こで陳述するのは当

然である」と。   |

「明 らかに内容のまちがっているこの準備

書面を読んでか ら,ス リアマイル島のことに

ふれるとい うのはまちがいで,書き直すべき

である」 との弁護団の要求に,立役者の岩渕

検事は,横柄そうにうぎのように答える。

「補充や補正はあり得るが,こ の準備書面

の内容に関しては,修正ない し訂正はない と

思 っている。どのような内容のものを陳述す

るか とい うことは自由で,相手方がとやか く

言うのはおか しい」と。

「それはまちがってぃる。裁判所もよく知

っているように,通常の民事訴訟でも,準備

書面の内容が事実と違っていることが判明 し

た時は,陳述しない とい うことはよくあるこ

とだJと ,仲田弁護士がす ぐ反論する。とこ

ろが裁判長は,

「基本的な考え方を陳述 したい とぃ うこと

なので陳述を許す」と一方的に宣言し,それ

を受けた渡辺検事が陳述を始める。

立上って抗議する仲田弁護士に対 し,裁判

長は,「発言を禁止する」 との驚くべき発言

で応える。弁護団,原告団,傍聴席の激 しい

抗議に裁判長もひるみ,仲 田弁護士は,「補

充や追加ではスリーマイル島の説明はできな

い。陳述してはならない」と,重ねて抗議。

その時,原告席の矢野さんが手をあげ,「

裁判長,発言を許 して下さい」と。ところが

興奮 した裁判長は,「許さない」 と大声でど

なる。 これに対 し傍聴席のOさんが,「裁判

長・ 公正にや って下さいよ」 と抗議。とたん

に裁判長,「いま言った者の退廷を命ずる」

とわめく。「取消 してほしい」 との弁護団の

抗議の中で,法廷に入 った数名の警備員が ,

「もう静かにしてますよ」.と い う0さ んを法

廷外に引き出す。

「原告の発言をなぜ許さないのか」との弁

護団の抗議に。裁判長は,その気を静めるか
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の ようにつぎのように応える。

「この機会に裁判所の考をのべておく。許

可処分が適法に行われたかどうかを審理 して

いるが,原判決について批判的に見て,も し

誤 りがあれば是正するとい う立場を堅持して

いる。いたず らに感情的な発言は実質的な審

理に役立たない し,ムダな発言は妨害になる」

と。その発言を引きとるように矢野さんが立

上り,つぎのように切々と訴える。

「私たちは,伊方原発は危険と10年間言

い続けてきた。これまで大きな事故を 4回も

起 こしている。ところが同型のス リーマイル

島原発が事故を起こし,その上・ ウエスチン

グハ ウス社が ECCSが 働かない こともあり

得ると発表 した。伊方原発は欠陥炉で,いつ

爆発す るか分らない ことが証明された。その

周辺で私たちは,た まらない思いで生活 して

いる。これまで,「親の仇のように原発のこ

とを悪う言わんでも」といっていた友人が ,

「原発をやめさせるように裁判長に訴えてき

てほしい」と,何人もが私に言ってきた」 と。

「言分は分ってい るが,危険であるとい う

証拠をあげて主張してほしい」と裁判長は ,

いなそうとしたが,すかさず熊野弁護士が ,

「裁判長は原告 らが感情的であると言った

が,原発はきわめて安全で,事故は絶対に起

らないと,一見冷静そうに見える推進側の主

張 こそ,感情的で主観 点なものにすぎない。

証拠も必要だが,それを調べる態度こそ問題

で,そのためにこそ法廷でのナマの声を聞く

必要がある。原告の訴えを感情的で意味がな

い と片付けることはやめてほしい」と。

|ついで藤田弁護団長が,「本 日提出する準

備書面 (2)は ,前回のもの と,体なので ,

まず我々が陳述 し,それに被告が答えるとい

うのが,き わめて論理的で明快な訴訟指揮だ

と思 う」と示唆 した。しか し,聞 く耳を持た

ない裁判長は,「陳述をやめなさい と言うに

は及ばない」 と,あ くまで国側の陳述を許す

と決定。

ところが,立 上った渡辺検事は,「控訴人

らの故なき妨害によって………・」 と挑発的な

発言を始める。「その発言は何だ。裁判長,

取消 しを命じて下さい」 と,弁護団席か ら一

斉に抗議の声。もちろん原告,傍聴席も呼応。

裁判長は,「控訴人の側は次々と立上って発

言し,法廷の静粛さを害すると感じたのでそ

うい う発言も出たと思 うが,余計な発言はつ

つ しんで下さい」と,持って回った言い方で ,

渡辺検事をた しなめる。

渡辺検事は,準備書面の目的をのべる中で,

「原告 らの主張は,下皮むけば法律論でなく,

原発是か非かの,立法,政策論あるいは学会

論争である」 と,いつもの主張をくり返した

後,ス リーマイル島事故について,つぎのよ

うな居直り発言を行い,法廷内に激しい抗議

の声をよび起こした。

「今回の事故は,被控訴人国側の主張に何

ら影響を与えない。ス リーマイル島に類する

事象は,本件原子炉では全くあり得ないとい

うことをのべるにとどめておく」 と。

また「原告適格」についても,「法律的に

は,周辺住民の保護規定の明文なく,直に職

権を以て原判決をとりけし,控訴人らの訴え

を却下するとの判決を求める」と言い放った

のである。

続ぃて,これまでになく,岩渕検事や通産

官僚ら, 6人 の代理人が次次と立って,準備

書面の各項目ごとに陳述した。その中には,

資源エネノンギー庁原子力発電課長の鎌田氏も
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含まれていた。氏は, 4月 5日 ,各地の反原

発運動の代表が通産省に抗議に出向いた際,

原発の運転継続について何の弁明もできない

まま住民代表と一夜を明かし,「大臣との面

会をあっせんする」と称して逃亡した人物で

ある。法廷では,打 って変ったようにえらそ

うに,「固体廃棄物の処分,使用済燃料の再

処理および温排水は,許可処分に当っての判

断事項ではない」という,例の,官僚的無責

任論を朗読していた。

陳述の内容は,国側準備書面 (訴訟ニュー

スた 66参照)と向しなので省略するが,ス

リーマイル島原発事故と関係した部分を,語

録的にいくつか引用しておこう。

「原発の安全に直接第‐義的な責任を負う

のは,設計,建設,設置,運転を行う者で,

国は,公共の安全を確保するために,設置者

などの不十分,行き過ぎを監視,防止するた

めに介入するだけで,いわば後見的立場にあ

るにすぎない。」

「安全審査は,原発の段階的,複合的規制

の冒頭に位置しており,基本設計または基本

的設計方針の審査をやるだけである。」

「他の産業に見られない安全対策,すなわ

ち,多 重防護,誤動作や誤操作に対するフエ

イルセーフ,念には念のためのECCSな ど

の安全防護設備が備えられている。」

「現実に起こり得ない事故を想定して評価

するというのは,ま さに原子力発電特有のも

のである。」

「一次系圧カバウンダリーの健全性を保つ

ために,逃 し弁や安全弁が機能する。」

「一次系の破損は,異常防止,さ らには異

常検姑あ対策によら
'そ

防ぎ止められるか,念

にはなを入れた土学的安全施設としそtCC

Sが設け られているので, 30～ 40年の原

発寿命中に ECCSが 働くことはない 6」

「 ECCSは ,いかなる寸法の配管破断に

対 しても燃料の溶融を防止する。」

「放射線障害を与えるような事故の発生は

全ぐ考えられないが,想定事故で災害評価 を

や ってい る。想定事故では炉心溶融は全く考

慮 していない し,想定事故は観念的な事象に

すぎないのだか ら1流出した放射能による内

部被ばく評価などや っていないとい う住民側

の批判は失当である。」

このような厚顔・無知な発言の数々に対し,

原告,弁護団,それに傍聴席か ら,失笑と抗

議の声がしばしばあがったのは当然である。

また, うつむき加減に準備書面を朗読する声

が聞えない ことも多か った。傍聴席か ら,「

聞えんか ら, もっと大きな声で,は っきり言

ぅてくれ。せっかく 8時間もかけて来たんだ

か ら」 と,二,三度要求 していた Sさ んに対

し,突然,裁判長は,「態度が悪いから出て

ぃけ」とどなり,は っきりした退廷命令も出

ないままに,廷吏の指揮で法廷外につれ出さ

れるといった無茶なことも行われた。

陳述の最後に岩渕検事は, とくにスリーマ

イル島原発事故を念頭において,つ ぎのよう

にしめくくりの発言を行った。

「本法廷でまず問題にしてほしいのは原告

適格の問題であり,そのことは,ス リーマイ

ル島の事故によっても全く影響を受けない。

また,許 可処分の違法性に関しては,ス リ

ニ々イル島原発事故と本件訴訟の論点が,ど

う関あるかを冷静にみる必要がある。いずれ

にしても,安全審査が基本設計ないしは基本

的設計方針の審査であること,お よび,本件

許苛処分が裁皇処分そあるということを考え
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ると,ス リーマイル島との関係では論点は意

外に少い。今回の事故を避けようという意志

はないが, この訴訟にどういう形で乗るかと

ぃうことを考えずに,やみくもに議論だけを

先行させるのは双方にとって賢明ではない」

とし要するに,国としては,ス リ‐マイル島

で何が起ころうが,「こういう条件でやるな

ら伊方原発の設置を許可する」とした本件許

可処分とは,「何の関わりもございません」

との三百代言で難局を乗り切ろうとしている

.よ うである。

原告住民側の準備書面陳述を,時間切れで

やらせまいとした国側の作戦も当てがはずれ,

3時 35分から,待ち兼ねていた我が弁護団

の陳述が始る。当日提出の準備書面 (2)(

訴訟ニュース前号参照)の内容にそって,仲

田,藤田,井門,柴田,菅の各弁護士が,ス

リーマイル島原発事故の重大さと,柏木判決

および国側主張のでたらめさとを,具体的に

指摘,告発していった。法廷内には, しばし

ば,同感の拍手と,それを制する裁判長の声

とがひびく。裁判官席も,さすがに居眠りす

ることもなく聞入っている。被告席では,前

列の幹部連中は例によって無表情を装ぅてい

たが,後方席の通産省若手スタッフたちは,

しきりに,住民側準備書面に線やメモを書き

こんでいた。

`午后 5時前,1浦弁護士が立って,伊方原発

の災害評価のでたらめさを追及しようとした

時,裁判長は時間切れを通告。「あと30分

足らずで終るから」との弁護団の要請にも耳

を傾けないまま;「あとは次回」と言い残し

て二人の裁判官は,そそくさと扉の向うに消

えそしまった。次回やそれ以後の公判の進め

方も全くきめないままに。

閉廷後の総括集会では,法廷内外で示され

た裁判所の強い姿勢と,国側の居直 り的な態

度の中に,ス リーマイル島原発事故の衝撃の

大きさと,あ くまで既定方針通りに突き進も

うとの権力の姿勢とがあらわれているととら

え,腰を入れたこんごの斗いの必要性を確認

し合った。 ((2)

中 間 判 決   、

当時者の表示   別紙のとおり

、主   文

被控訴人は本件訴訟を承継した。

事   実

控訴人ら代理人らは,被控訴人の訴訟承継

を争い,その理由として,月1紙0の意見書の

とおり陳述し,被控訴代理人らは,答弁とし

て,同0の意見書のとおり陳述した。

当裁判所は,被控訴人の訴訟承継の点に弁

論を制限した。

理   由

控訴人らが,昭和 48年 8月 27日 内閣総

理大臣を被告として本訴を提起し,請求棄却

の第一審判決に対し,昭和53年 5月 1日 本

件控訴を提起したこと,本件訴訟は,内閣総

理大臣が,原子力基本法等の一部を改正する

法律 (昭和53年法律第 86号)3条の規定

による改正前の核原料物質,核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律 (以下改正前の法

律を旧規制法,改正後の法律を新規制法とい

う)23条 ■項に基づき,昭和 47年 11月

28日 四国電力株式会社に対しなした伊方発

転所の原子炉設置許可処分の取消を求めるも

のであることは記録上明らかである。しかる

ところ,発電の用に供する原子炉 (ただし新

規制法 23条 1項 2号ないし 4号に該当する
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原子炉を除く)の設置許可及びその取消は,

原子力基本法等の一部を改正する法律の前記

規定により,通商産業大臣の所管とされ,昭

和 54年 1月 4日 右法律の一部の施行に伴い ,

同法附則 3条の規定により,旧規制法の規定

による内閣総理大臣の前記許可は新規制法2J

条 1項 1号の規定による通商産業大臣のした

許可とみなされ,通商産業大臣が,同 日以降

主務大臣として,発電の用に供する前記原子

炉の設置許可及びその取消の権限を有するも

のであることは,新規制法の関係各規定の定

めるところである。行政事件訴訟において,

訴訟係属中,当事者である行政庁が廃止され

その権限が他の行政庁に移管された場合は勿

論,当事者である行政庁が存続 しなが らその

権限が法律の改正により他の行政庁に移管さ

れた場合もまた,その移管により権限を承継

した行政庁は,当事者である行政庁の廃止に

ともない権限を移管された場合に準じ・ 民訴

法 209条 , 213条の準用により,法律 上

当然に訴訟を承継し,先に法務大臣によって

指定された訴訟代理人のある限り,訴訟手続

は中断 しないものと解されるか ら,承継人又

は相手方は,いずれも訴訟手続の受継に関す

る手続を要せず,裁判所は,こ の場合,承継

人又は相手方の申立により,当事者の表示 を

承継人に変更するをもって足りる。当事者で

ある行政庁が廃止されないで抗告訴訟の対象

である行政処分をする権限のみ移管された行

政庁が民訴法 74条にいう訴訟の目的たる債

務 を承継した者にあたるとの控訴人 らの主張

は採用することができない。してみれば,被

控訴人 (通商産業大臣)は,原子力基本法等

― 部を改正する法律の前記施行により,法

律 上当然に本件訴訟を承継 し,昭和 54年 1

月 8日 上申書をもってその旨を明 らかに した

か ら,当裁判所は被控訴人を本件訴訟承継人

と認める。

よって,行訴法 7条,民訴法 184条 に従

い,注文のとお り中間判決する。

高松高等裁判所第四部

裁判長裁判官   小 西 高 秀

裁判官   古 市   清

裁判官   上 野 利 隆

し

直ちに許可処分の執行を停止せよ

高松高裁には,一審判決についての控訴 と 準備書面は約 1万字に及ぶ長文のものであ

平行して,柏木裁判長が行った「伊方発電所  るが,その「はじめ」に,書面提出の理由が

原子炉設置許可処分効力停止却下決定」に対  つぎのようにのべられている。

する抗告も住民側から提出されており,民事   「昭和53年 11月 17日 付準備書面 (以

第 2部で審理中である。スリーマイル島原発  下抗告人準備書面一と略す)でもって,抗告

事故によらて,企業,行政一体の「安全神話」 人らは原決定の非論理性,非合理性および自

の崩壊が何人にも明らかになった現在,住民  然科学についての無知,無定見を批難した。

の不安の源泉となっている伊方原発の許可処  そして,原決定のこれ らの欠陥は,原裁判所

分を,本訴判決に先立って,その執行を直ち  の国民の生命。身体の安全を無視した行政0

に停止するようにとの準備書面 (抗告人)2  企業追随の姿勢にあることも明白であると主

を, 5月 25日 ,住民側が提出した。     張した。

つ
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し

し

いまや,抗告人 らの右主張は実証されてし

まった。本年 3月 28日 午前 4時にアメ リカ

のベ ンンルペニア州に存するスリーマイルア

イラン ド原発において,恐れていた大事故が

発生 し, 16万人もの周辺住民が州知事の避

難勧告に よって避難 して同原発周辺はパニ ッ

ク状態となってしまった。右事故は,従前の

相手方の主張および原決定か らはありうべき

はずのものではなか った。

しか し,抗告人 らの主張する恐るべき原発

事故は発生 してしまった し,同事故の態様か

らすると伊方原発においても今 日・明 日にも

同様の大事故が間違いなく発生するといわな

ければならないのであり, このことは行政事

件訴訟法 25条に定める「回復の困難な損害

を避けるため緊急の必要」があるときに該当

すること明らかであるか ら,直ちに原決定を

取消 し,本件許可処分の執行停止をなすべき

である。」

そして,「スリーマイルアイラン ド事故の

態様と伊方原発」の項では,柏木決定がいか

に誤 った不当なものであったかが詳述されて

いる。

続いて準備書面は,「執行停止の緊急の必

要性」の項で,現在,伊方原発は運転停止中

であるが,それは,「一定期間運転停止をし

て,その間安全点検を実行 したとい うウソの

実績作りをし,その上で従前と何 ら変ること

ない危険な条件下で運転を再開せんとす る条

件作 りにすぎないのである」と指摘してい る。

そして最後に,住民側の緊急な要求をつぎの

ように明確に打出し,高裁民事第 2部の決断

を促 している。

「原決定が,執行停止の申立を排斥 したの

は,相手方の安全との主張を無批判に認めた

ことにある。 しか しながら,安全防護は全く

の虚偽であること,原判決のありえない とし

た二次冷却系の主ポンプ・補助ポンプが同時

に機能 しなかったこと,同 じくありえるはず

のない水素ガスの爆発が容易に発生すること,

そして仮想事故とい うものを進かに越える放

射能放出がなされる事故が起ることが,いず

れもス リーマイルアイラン ド原発で発生 した

以 上それ と同じシステムである伊方原発の危険

性は明白となり,原決定の執行停止排斥の根

拠は,根底か ら覆えされたのであるか ら,直

ちに執行停止の裁判をなして,原判決および

原決定の誤 りを是正して,住民および国民の

生命・健康を防護すべきである。

(な お,相手方および四国電力は,伊方原発

で生成される電力は住民のためにない しは四

国住民のために必須のものと主張しなが ら,

四国電力は関西電力に伊方原発が作り出す分

に相当する電力量を売却す る契約を締結 して

いることを指摘 しておこう。要す るに四国電

力は伊方原発周辺住民の生命・健康の犠牲の

上に利潤を追求 しているのである。)」

原告・ 弁護団

四電本社に抗議

5月 25日 ,高松高裁での第 3回公判終了

後,原告・弁護団は,支援の人たちとともに,

裁判所の横にある四電本社に抗議と申入れを

行 うために出向いた。すでに退社時刻をすぎ

ていたためか,玄関のシャッターは降ろされ

ていて,呼び集められたガー ドマンや社員た

ちが,その内外を固めていた。抗議団は,山

口社長との会見を要求 し,社長は不在だ とか ,

人数が多すぎるとか,こ こで抗議文を受取る

などと,言を左右にしてかわそうとする四電



側と粘り強く対決。ついに, 10名程度の代

表だけなら,と もかく社内に入ってもらうと

いうことで話がつき
`矢

野さんや藤田弁護団

長らの代表が,玄関近くの部屋に通される。

不在の社長の代理に誰を出すかで押し合っ

た後,結局,総務部長と広報部長が顔を出す。

原告団と弁護団は,それぞれ,伊方原発の撤

去を要求した申入れ書を手渡し,ス リーマイ

ル島原発事故についての四電の見解をただし

た。しかし両名とも,「 自分は取りつぐだけ」

とか,「新聞に発表した通り」とか,様にな

らないことしか答えられなかった。「こんな

ことでは話にならない。社長との会見可能 日

を後日通知するように」との約束をとりつけ

た後,代表団は引上げた。なお,翌 日,藤田

団長のもとに,「社長は会う意志がない」と

の予想された通知があったとのこと。

弁護団が手渡した「抗議並びに申入書」に

は,ス リーマイル島原発事故で,四電のこれ

までの安全宣伝が崩壊したことを指摘した後

に,その要求がつぎのように書かれていた。

「今回の事故は決してアメリカだけの問題

ではない。むし,ろ,大地震が多発し,し かも

原子炉技術をアメリカからの借り物ですませ

ている日本では,今回以上の大事故が発生す

る危険性は一層大きいといわなければならな

い。

政府及び電力会社は,今 こそ一切のごまか

しを止め,こ との本質を深く自覚すべきであ

る。

四国電力は,伊方原子力発電所に関する一

切の資料を公開せ よ/更に,伊方原子力発電

所一号炉の運転再開を永久に中止せよ。ノ同二

号炉の建設を即刻中止せ よ。/そ して一 日も早

く, これ らの各施設を完全に撤去せ よ。/

以上,我 伊々方原子力発電所行政訴訟弁護

団は,四国電力に対し,強く要求する。」

夏期カンパのお願い

法廷での追撃戦は,こ んご,証人調べなど,

かなり急ビッチで展開す るものと予想されま

す。心苦 しい次第ですが,会員,読者,な ら

びに全国の同志の皆さんに,夏期特別カンパ

(準備書面販売協力を含む)をお願い致しま

す 。 (事務局 久米)
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